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和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
障
害

程
度
等
級
表
の
四
級
以
上
に
該
当
し
、
か
つ
、
ス
ト
ー
マ
処
置
を
実
施
し
て
い

る
状
態

⑺

経
鼻
胃
管
や
胃
ろ
う
等
の
経
管
栄
養
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態

⑻

褥
瘡
に
対
す
る
治
療
を
実
施
し
て
い
る
状
態

じ
よ
く
そ
う

⑼

気
管
切
開
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態

九

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
９
の
９
の
注
２
、
第

の
８
の
２
の
注
、
第

の

九

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
９
の
９
の
注
２
、
第

の
５
の
９
の
注
及
び
第

10

11

11

15

５
の
９
の
注
及
び

の
２
の
注
、
第

の

の
４
の
注
、
第

の

の
３
の
注
、

の
６
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

12

12

15

13

14

第

の

の
２
の
注
並
び
に
第

の
６
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

14

16

15

（
略
）

（
略
）

十

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
注
２
の
２
及
び
第

の
１
の
注
２
の
２

十

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
注
２
の
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

10

11

10

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者

従
業
者

（
略
）

（
略
）

別
表
第
一

（新
設

）

⑴
レ
ス
ピ
レ

ータ

ー管
理

⑵
気
管
内
挿
管

気
管
切
開

、

⑶
鼻
咽
頭
エ
ア
ウ
ェ
イ

⑷
Ｏ

２
吸
入
又
は
s
pＯ

２
9
0
パ

ーセ
ン
ト
以
下
の
状
態
が
10
パ

ーセ
ン
ト
以
上

⑸
６
回
／
日
以
上
の
頻
回
の
吸
引

⑹
ネ
ブ
ラ
イ
ザ

ー６
回
／
日
以
上
又
は
継
続
使
用

⑺
Ｉ
Ｖ
Ｈ

⑻
経
管

（経
鼻
・
胃
ろ
う
を
含
む

）

。

⑼
腸
ろ
う
・
腸
管
栄
養

⑽
持
続
注
入
ポ
ン
プ
使
用

（腸
ろ
う
・
腸
管
栄
養
時

）

⑾
継
続
す
る
透
析

（腹
膜
灌
流
を
含
む

）

。

⑿
定
期
導
尿
３
回
／
日
以
上

(13)
人
工
肛
門

別
表
第
二

（略

）

別
表

（略
）


